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９
月
は
、
が
ん
征
圧
月
間
で
す
。

　

今
年
は
、
が
ん
征
圧
全
国
大
会
が

鳥
取
市
で
開
催
さ
れ
、
記
念
講
演
会

な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
機
会

に
ぜ
ひ
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
生
活

習
慣
の
見
直
し
や
、
が
ん
検
診
を
受

け
る
な
ど
し
て
、予
防
し
ま
し
ょ
う
。

と
き　

９
月
９
日（
金
）午
前
10
時
〜

午
後
０
時
30
分

と
こ
ろ　

県
民
文
化
会
館 
梨
花
ホ
ー
ル

■
記
念
講
演　

午
前
11
時
〜
正
午

演
題
「
が
ん
医
療
新
世
紀
…

癌が
ん

研 

有
明
病
院
の
め
ざ
す
も
の
」

講
師　

武む
と
う藤
徹て
つ
い
ち
ろ
う

一
郎
さ
ん
（
癌が
ん

研

究
会
有
明
病
院
長
）

参
加
費　

無
料

問
い
合
わ
せ
先　

鳥
取
県
保
健
事
業

団
（
０
８
５
７
）
23̶

４
８
４
１
／

市
中
央
保
健
セ
ン
タ
ー
（
０
８
５

７
）
20̶

３
１
９
５

と
き　

９
月
11
日（
日
）午
後
１
時
〜

と
こ
ろ　

さ
ざ
ん
か
会
館
（
富
安
二

丁
目
）
５
階　

大
会
議
室

演
題
「
消
費
者
問
題
講
演
会
〜
身
近

な
ト
ラ
ブ
ル
と
そ
の
対
処
方
法
〜
」

講
師　

曽そ

が我
紀の
り
あ
つ厚
さ
ん
（
弁
護
士
）

入
場
料　

無
料

※
ク
イ
ズ
形
式
で
事
例
を
検
証
す
る

「
身
近
な
ト
ラ
ブ
ル
Q
＆
A
」も
開
催

問
い
合
わ
せ
先　

鳥
取
市
消
費
者
団

体
連
絡
協
議
会
（
市
役
所
本
庁
舎
市

民
参
画
課
内
）
（
０
８
５
７
）
20̶

３
１
６
３

と
き　

９
月
10
日（
土
）午
後
２
時
〜

と
こ
ろ　

東
部
消
防
局
（
吉
成
６
４

０
ー
１
）

受
講
対
象
者　

中
学
生
以
上

講
習
科
目　

心
肺
蘇そ
せ
い生
法
の
実
技
指

導
な
ど

が
ん
征
圧
全
国
大
会

救
命
講
習
会

鳥
取
市
消
費
者
問
題
講
演
会

受
講
料　

無
料

問
い
合
わ
せ
先　

東
部
消
防
局

（
０
８
５
７
）
23̶

２
３
０
１

と
き　

①
乙
種
第
４
類
：
10
月
18
日

（
火
）
〜
20
日
（
木
）　

②
丙
種
：
10

月
24
日
（
月
）・
25
日
（
火
）

と
こ
ろ　

東
部
消
防
局
（
吉
成
６
４

０
ー
１
）

申
込
期
間　

９
月
12
日
（
月
）
〜
26

日
（
月
）

申
込
先　

鳥
取
県
東
部
危
険
物
保
安

協
会
（
東
部
消
防
局
内
）
（
０
８
５

７
）
23̶

２
４
６
１

地価が下がっても、固定資産税が
上がる場合があります

【固定資産税】

　固定資産税の評価額に対する税負担が、地
域や土地によって格差があるため、平成９年
度から格差を解消するための調整措置を行っ

ています。この措置は、下表のように負担水準【評価額に
対する前年度課税標準額（税額計算の基となる額）の割合】
によって、「引き下げ」、「据え置き」、「徐々に引き上げ」を
行って調整するものです。このため、地価の下落傾向が続
く中でも、負担水準が低い土地については、税額が徐々に
ですが上昇することになります。
　なお、個々の土地の負担水準は、固定資産税の納税通知
書と同時にお送りした課税明細書に記載されています。

■問い合わせ先　市役所駅南庁舎固定資産税課 （0857）20－3422

土地の種類 負担水準（前年度課税標準額÷評価額） 調 整 措 置

商業地など
   70％超 引き下げ
   60％以上 70％以下 据え置き
   60％未満 徐々に引き上げ※

住 宅 用 地
 100％超 引き下げ
   80％以上100％以下 据え置き
   80％未満 徐々に引き上げ※

※引き上げ率は、負担水準によって、1.025 ～1.15％までの５
段階が設定されています。

　雇用労働者（常用）が56人以上の事業所は、法律により
1.8％以上の障害のある人を雇用することが義務づけられて
います。障害のある人の雇用を促進する事業所を対象に、各
種の支援制度がありますのでご利用ください。

障害者の雇用促進支援制度

各 種 支 援 制 度 問い合わせ先
●助成金など
　・障害者作業施設設置等助成金
　・障害者福祉施設設置等助成金
　・重度障害者介助等助成金
　・重度障害者等通勤対策助成金
　・重度障害者多数雇用事業所施設設
　　置等助成金
　・中途障害者作業施設設置等助成金
　・重度中途障害者等職場適応助成金

(社)鳥取県障害者　　  
雇用促進協会

（0857）26-9528

●賃金助成など
　・特定求職者雇用開発助成金
　・職場適応訓練制度

ハローワーク鳥取                       
（0857）23-2021

ドイツ語入門講座受講者
■と　き　9月10日（土）から毎週土曜日
　　　　　 ※10月22日は除きます。
　　　　　  午後1時30分～３時30分（全10回）
■ところ　鳥取市国際交流プラザ
　　　　　（湖山町西一丁目）
■講　師　パトリック・ルムラー  さん
　　　　　（鳥取市国際交流員）
■定　員　30人
■受講料　無料（教材費は自己負担）
■問い合わせ先　鳥取市国際交流プラザ    （0857）31-3253

国際交流プラザからのお知らせ
募
集
中

危
険
物
取
扱
者
養
成
講
習
会


